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会場  日本消防会館

「経済社会の変化と住宅市場の変貌」

専修大学大学院 客員教授・ 一財 土地総合研究所 研究顧問 妹尾 芳彦

 
ご紹介にあずかりました妹尾でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。最初に簡単に自

己紹介を導入として申し上げたいと思います。

私は随分昔に経済企画庁という役所に入りまし

て、主として日本経済とか世界経済の調査、分析、

さまざまな経済政策の総合調整、各省間の調整と

かそうした仕事に携わってまいりました。

現在では先ほどご紹介いただきましたような、

大学あるいは大学院生の指導、学生たちへの教育

という仕事を主にしておりますが、本日の主催者

であります土地総合研究所の研究顧問というもの

もさせていただているわけでございます。

私の関心は主として経済学の考え方でもって住

宅市場、あるいは不動産の市場を見るということ

でございます。これは私の公務員のときの関心が、

今で言います公共政策の研究というものにござい

ました。公共政策というのは公共経済学というミ

クロ経済学ですね。ミクロ経済学といわれる分野

の応用でございます。市場の失敗があるので政府

が介入してそれを是正する、補正するという、そ

ういう論理でもってさまざまな公共政策を分析し

ていくわけでございます。

例えば今、私が大学で学生さんたちといろいろ

話しながら教えている内容の中で、こういうのが

あるのですが、それは救急車の話です。救急車の

サービスというのは実は地方のいわゆる地方政府、

地方公共団体のお仕事になっていると思うのです

けれど、この救急車というのは現状、無料でござ

います。学生さんたちに聞くと、「無料がいい」と

言うんです。有料で、もし本当に病気で困って死

にそうだという人が有料だからと思いとどまった

ら大変だっていうわけで。最近の学生さんという

のは効率性よりも公正というか、平等性に随分コ

ンシャスであると感じているわけです。

経済学は、まず第一に効率性を問う学問である

ということは、経済学を勉強された方ならご承知

のことと思います。別に私は公正性がどうでもい

いというわけではありませんが、経済学の論理と

いうのは効率性というものから始まっているわけ

でございます。

救急車のシステムですね。救急車のサービスと

いうものは、今、実はかなり大きな問題になって

おります。救急車をタクシー代わりに使う人が増

えているそうです。どこが調査されるのか知りま

せんけれども調査に乗り出す、と報道がつい最近

ございました。また、私が住んでおります隣の市

でございますけれども、救急車の救急サービスを

有料にしようという議員さんのポスターが至る所

に貼ってございます。

これは何が問題になっているかということなの

ですけれども、無料にしているというのが一つあ

ります。それがためにバーゲンセールになりまし

て、不要不急の需要というわけですが、これを喚

起しているということです。実は今、救急車で運

ばれた方の ～ パーセントまでは全くの軽症で

あるそうです。これは消防庁さんだったと思うの

ですけれど調査をされました。不必要な救急のた

めに、貴重な税金が使われているということでご

ざいます。もちろん中には、軽症だと思って救急

車を呼べなくて大変なことになってしまったとい

う方もおられたわけで、一概には言えませんけれ

ども。

何が問題なのかというと、経済学はそのように

本当は必要じゃない人が無料であるがゆえに救急

サービスというのを乱用するということについて、

非常に怒りを発するわけでございます。これは、
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資源配分がゆがんでいる、といって大変非難いた

します。経済学最大の論点なわけですね。これが

なかなか学生さんたちも分からないというのがあ

ります。経済学は資源配分の効率性に関する学問

である、といっても何のことかよく分からない。

今の救急システムについて申し上げますと、そ

のタクシー代わりに使っている人の裏で、救急車

が使えないがために亡くなっている方がいるとい

う確固とした証拠がいくらでもあるんだそうです。

つまり本当に必要な人の所に、本当に必要なサー

ビスが届けられていないというのが、これがまさ

に経済学から見た最大の問題であります。資源配

分においてその効率性が満たされていない、とい

うことになります。大きな問題である、と、こう

いうことを学生さんたちとお話しするわけでござ

います。

それからこれは実際、数日前でございますけれ

ども、新聞の広告、チラシですか、その中に東京

都の住宅公社のチラシがございました。見てみま

すと、東京都の都営住宅のことだと思いますが、

入居できる所得基準をこのように変えましたとい

うのがあります。それがかなり立派な年収でござ

います。

そこで経済学的に言えるのは、どうして民間に

任せたらいけないのだろう、ということでござい

ます。民間は今、ご承知のように貸家はいくらで

も出来ているというではありませんか。それなら、

都民の税金使って都の公社が貸家を供給する必要

がどこにあるのだろうかという話になりまして。

これもよく分からない。

もちろん民間に任せておいては到底供給できな

い、提供できないようなサービス、いわゆる純粋

な公共サービスというのはございますけれども、

そういうものは実は非常に少ない。防衛とか、外

交とか、司法とか、そのようなものでございます。

そんなにないのです。

後で出てきますけれども、本来ここで問題にし

ておりますような住宅市場、不動産市場、特に住

宅市場で問題なのは住宅というものが、本来は私

的財そのものでございますよね。私的な財です。

公共財ではございません。ですから、他人さまの

住宅に、ここきれいだから俺今日からここに住む

って言って入れるかといったら、入ったら大変な

ことになります。競合性があるわけですね。なお

かつ、その住宅というのはお金出して買わなきゃ

入れてもらえませんので、排除性もあるわけです。

排除されるわけです。排除され競合が生ずるもの

というのは、民間で供給されるべきというのが公

共経済学の考え方でございます。

ところが業界の方々の書かれた本、私が今直接

思い浮かべるのは、 年の 月ぐらいに出た本

だったと思いますけれども、『人口減少下の住宅政

策』というような本がございまして、興味深く拝

見させていただきました。随分細かくよくまとめ

られた本で感心したのですけれども、至る所にや

はり思ったとおり、社会的にどうかとか、公共的

にどうかとか、そういう言葉が非常に多いわけで

ございます。ただ繰り返して申し上げますけれど

も、住宅という財はどこをどう捉えても、あくま

でもこれは私的財でございます。それではなぜ、

このように政府の介入が多い分野なのかというの

が公共経済学の関心になるわけです。

さらに申し上げますと、住宅の分野を分析対象

にする、住宅だけではございませんけど、一つの

大きな分析対象にしている分野に、都市経済学と

いう分野がございます。そこは住宅市場の分析な

んかもたくさん出てまいります。その代表的な教

科書、学部学生さんあるいはせいぜい大学院の初

級ぐらいの方向けの代表的な教科書がございます。

あまりたくさんございませんが、教科書というも

のがございます。山崎先生とか、金本先生の本と

かございますが、一度ご覧になったらいいと思い

ます。何をご覧になるべきかというと、こう書い

てある。はっきり書いてあります。学生さんの教

科書に書いてあるのですから大変決定的なのだろ

うと思いますが、両方ともこう書いてある。

この住宅、不動産の分野において、政府がさま

ざまな政策介入を行っているが、それらの介入は

経済学的には根拠がないものが多い、と書いてあ

ります。これを学部学生さんに教えるわけですね。

ですから、今日なぜお話ししようかと思ったのは、

一般に市場主導、これからは市場を尊重する、と

いうような趣旨のことは政府のほうもおっしゃっ

てるし、民間のほうもおっしゃってるんだろうと

思いますが、同床異夢のようなことになるとちょ

っとまずいなと。そうなると、やはり政府はこれ

までも続けてきたように、またその教科書にも書

いてありましたように、対症療法的な政策という

のを次々打つのですけれども、その効果がいろい

ろ引っ張り合ったりなんかして、今度は効率性だ
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資源配分がゆがんでいる、といって大変非難いた

します。経済学最大の論点なわけですね。これが

なかなか学生さんたちも分からないというのがあ

ります。経済学は資源配分の効率性に関する学問

である、といっても何のことかよく分からない。

今の救急システムについて申し上げますと、そ

のタクシー代わりに使っている人の裏で、救急車

が使えないがために亡くなっている方がいるとい

う確固とした証拠がいくらでもあるんだそうです。

つまり本当に必要な人の所に、本当に必要なサー

ビスが届けられていないというのが、これがまさ

に経済学から見た最大の問題であります。資源配

分においてその効率性が満たされていない、とい

うことになります。大きな問題である、と、こう

いうことを学生さんたちとお話しするわけでござ

います。

それからこれは実際、数日前でございますけれ

ども、新聞の広告、チラシですか、その中に東京

都の住宅公社のチラシがございました。見てみま

すと、東京都の都営住宅のことだと思いますが、

入居できる所得基準をこのように変えましたとい

うのがあります。それがかなり立派な年収でござ

います。

そこで経済学的に言えるのは、どうして民間に

任せたらいけないのだろう、ということでござい

ます。民間は今、ご承知のように貸家はいくらで

も出来ているというではありませんか。それなら、

都民の税金使って都の公社が貸家を供給する必要

がどこにあるのだろうかという話になりまして。

これもよく分からない。

もちろん民間に任せておいては到底供給できな

い、提供できないようなサービス、いわゆる純粋

な公共サービスというのはございますけれども、

そういうものは実は非常に少ない。防衛とか、外

交とか、司法とか、そのようなものでございます。

そんなにないのです。

後で出てきますけれども、本来ここで問題にし

ておりますような住宅市場、不動産市場、特に住

宅市場で問題なのは住宅というものが、本来は私

的財そのものでございますよね。私的な財です。

公共財ではございません。ですから、他人さまの

住宅に、ここきれいだから俺今日からここに住む

って言って入れるかといったら、入ったら大変な

ことになります。競合性があるわけですね。なお

かつ、その住宅というのはお金出して買わなきゃ

入れてもらえませんので、排除性もあるわけです。

排除されるわけです。排除され競合が生ずるもの

というのは、民間で供給されるべきというのが公

共経済学の考え方でございます。

ところが業界の方々の書かれた本、私が今直接

思い浮かべるのは、 年の 月ぐらいに出た本

だったと思いますけれども、『人口減少下の住宅政

策』というような本がございまして、興味深く拝

見させていただきました。随分細かくよくまとめ

られた本で感心したのですけれども、至る所にや

はり思ったとおり、社会的にどうかとか、公共的

にどうかとか、そういう言葉が非常に多いわけで

ございます。ただ繰り返して申し上げますけれど

も、住宅という財はどこをどう捉えても、あくま

でもこれは私的財でございます。それではなぜ、

このように政府の介入が多い分野なのかというの

が公共経済学の関心になるわけです。

さらに申し上げますと、住宅の分野を分析対象

にする、住宅だけではございませんけど、一つの

大きな分析対象にしている分野に、都市経済学と

いう分野がございます。そこは住宅市場の分析な

んかもたくさん出てまいります。その代表的な教

科書、学部学生さんあるいはせいぜい大学院の初

級ぐらいの方向けの代表的な教科書がございます。

あまりたくさんございませんが、教科書というも

のがございます。山崎先生とか、金本先生の本と

かございますが、一度ご覧になったらいいと思い

ます。何をご覧になるべきかというと、こう書い

てある。はっきり書いてあります。学生さんの教

科書に書いてあるのですから大変決定的なのだろ

うと思いますが、両方ともこう書いてある。

この住宅、不動産の分野において、政府がさま

ざまな政策介入を行っているが、それらの介入は

経済学的には根拠がないものが多い、と書いてあ

ります。これを学部学生さんに教えるわけですね。

ですから、今日なぜお話ししようかと思ったのは、

一般に市場主導、これからは市場を尊重する、と

いうような趣旨のことは政府のほうもおっしゃっ

てるし、民間のほうもおっしゃってるんだろうと

思いますが、同床異夢のようなことになるとちょ

っとまずいなと。そうなると、やはり政府はこれ

までも続けてきたように、またその教科書にも書

いてありましたように、対症療法的な政策という

のを次々打つのですけれども、その効果がいろい

ろ引っ張り合ったりなんかして、今度は効率性だ

 

けではなくて公平性にも反するというような事態

になっているところも明らかにあるわけですね。

この分野はもう長いことそういう政策の対応が

重ねに重ねられてきているものですから、非常に

複雑化しておりまして、私なぞにはそう簡単には

分からないのですけれども。ですから今日は、ま

ず私個人の経済学的な関心から垣間見たとき最近

の住宅市場はどのように見えるのだろうか、とい

うことから始めさせていただきたい。

のところの議論がそのまま全部後のほうにい

くかどうかは分かりませんけれども、大体はいく

のではないかと思っておりますので、順次お話し

していきたい。割と理屈っぽいところが多いです

から、できるだけ解説的にやろうかと思いますの

で、よろしくお願いします。

まず第一に、『局地的ブームのように見える不動

産市場』というのは、これはよく言われているこ

とです。基本的によく見かける報道というのは、

東京の都心部に近い所の、どちらかといったら海

寄りとか、そういう所で高層の住宅が建っている

ということでございます。ごく最近、足元でどう

もマンションの売れ行きがあんまり芳しくなかっ

たようでございますけれども、トレンドとしては

少なくとも東京の都心部周辺っていうのは結構に

ぎわっていた。ただ、それ以外との格差がどうも

大きいのではないかというような気もする。数字

を見たときに、私はそう思うわけです。

そこに第 表と書いてありますのは、経済の流

れですね。ここではまず景気の流れということに

なるのですけれども、景気の流れ、経済の流れと

そぐわないことが起こっているのかというのを簡

単に検証してみたいと思うのです。

参考資料の第 表は数字がたくさん並んでおり

ますが、要するに東京圏の高度利用地と言うので

すが、先ほど私が申し上げました東京の都心部に

近い所の住宅建設がどうなっているのかという話

だと思います。これ一番古いのが平成 年の 、

第 四半期というのが一番古いので少し残念なの

ですけれども。このときが何に当たっているかと

いいますと、いざなみ景気というふうに一般に言

われているかと思いますが、 年の初めから

年の初めぐらいまで続いた景気の拡張期がご

ざいます。長さだけでは戦後最長の景気拡張期だ

ったわけです。最近にそういうものがあるのです

ね。ただ長かったというだけでございまして、盛

り上がりには欠けた。

だらだらかげろう景気とかおっしゃった某大臣

もおられましたが、言い得て妙で、大変うまいこ

とおっしゃったと思ったことがございます。その

最後のところに近いのが、 の というところで

ございますが、これで パーセント以上とか、 か

ら パーセントとか、ゼロから パーセント、こ

れの地区数ですね。幸い最近、実は調査地区数、

同じでございますので、比べることができると思

ったわけでございます。つまり の のあたり

と、ちょっと ぺージ目にわたりますが、 が

終わりでございません、 の が終わりなのです

けど、その の 、 、 あたりですね。これ

は比較することができるわけです。比較してみま

すと、実は上がり方が大きい、 から パーセント

というところに、例えば の だと 入ってい

るということでお分かりのように、上がり方だけ

見ますと、遜色なく上がっていたというわけでご

ざいますね。

要するに、景気の拡張局面の最後のほうでござ

いますから、常識的には一番景気が良かったと。

の のあたりはそうだった。で、今回起こって

いることも一応、景気は今、拡張局面にあるとい

うふうに言っていますので、その言葉が本当であ

れば、なおかつ ないし パーセントのところの

数字からすると、なるほどなと。逆にそんなに景

気は良くないんじゃないかな、という気もする。

当時と比較すれば、ですよ。

いざなみ景気の最後のほうと比べれば、景気の

水準もそんなに大したことはないと。これ、何が

言いたいかというと、別に変わったことが起こっ

ているわけではない。経済の実勢と比べまして、

最近都心部で随分高い建物が建っている、建築ブ

ームだなんていう話もありますが、そうではない。

あんまり騒ぐべきことでもないのではないかとい

うことが言いたかった。

確かに、不動産市場に資金が流入しているとい

うことは事実でございます。説明としてはよく、

オリンピックが開催されるということも視野に入

れて建築、建設活動が活発化している面があると

いう、それはそうかもしれません。私は具体的に

どういうことが進んでいるかまでは知りませんが、

それはあって不思議ではないですね。

それでは最近の物件価格というのは、平均値に

すぎませんけれども、現在のファンダメンタルズ
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とかけ離れた動きをしているのか、若干おなじみ

かと思いますけれども、図表を用意したのが、第

図。これは地価と名目 の関係を見たものです。

大体、名目 と地価っていうのは似たような動

きを示すわけでございます。後でもう少し詳しい

のが出てきますが、最近の動きをご覧いただくと、

全くよく似た動きをしております。これが一つ。

それから、次のページの第 図をご覧いただき

たい。これは名目経済成長率と地価上昇率を並べ

てプロットしたものです。最近、少し乖離があり

ますが、それは 年から 年の間にも、い

くつもございます。これも格別騒ぐほどでもなく

て、まともな動きだと言っていいのではないかと

思います。

それから、お金が不動産市場、不動産業へ流入

している。これは日本銀行の貸出先別貸出という

ことで取ってきたのですけれども。貸付残高、増

えております。金融が超緩和ということで、資金

が取りやすいということもあるのでしょう。値段

がどんどん上がるということはないかもしれませ

んけど、安全な資産だから土地なんかを買ってお

こうということでお金が使われているとすれば、

こういうこともあり得るのかなということです。

ざっとしたお話ですけれども特に経済の動きある

いは景気の動きと変わった動きをしているという

ことではなさそうです。

次に出てきておりますのは、この不動産市場あ

るいは住宅市場でよくバブルという言葉が出てく

ることに関係しています。私は、バブルの話は大

変嫌なのです。結論は当然のことながら、これは

現状ではバブルではございません。ファンダメン

タルズでほとんど説明できそうなところから、い

わゆる経済学的なバブルでもないというふうに考

えます。経済学的なバブルというのは経済学の中

にちゃんと定義がございます。ファンダメンタル

ズ、これは大変便利な言葉でございますけれども。

ここでいえば、名目成長率であるとか、他にはマ

ネーの増加とか、いわゆる金融緩和の主要目的と

いってもよろしいのでしょうか、それに比べれば

落ち着いていると思うのですが。マネタリーベー

スであるとか、マネーサプライ、マネーストック

ですか。 のあたりを見ますと、こんなもんじゃ

ない、もっともっと増えています。政策的に増や

しておりますね。

ですから、そのファンダメンタルズを超えれば

経済学上のバブルということは言えるかと思いま

すけど、それもどうも怪しいと思う。怪しいとい

うのは、バブルじゃないということです。経済学

的バブルでもないし、皆さんがバブルと聞いて思

い浮かべるようなバブルでもない。バブルという

言葉、ご存じかと思いますけれども、これ厳密な

意味での経済用語ではございませんで、一般的な

用語でございます。泡沫という意味ですね。

世紀の初めにイギリスでサウス・シー・バブ

ルという大変なバブルが起こりまして。株式でご

ざいますが。そのときに泡沫会社という、要する

に何でもいいから会社をつくろうというブームに

なったそうでございます。株式さえ発行すれば、

どんどん上がっていく。そういうことがあるんで

しょうか。ただ、実際そうだったそうですが。

そのときに泡沫会社という意味で使った泡沫と

いうのが、今日私たちが使っているバブルの語源

でございます。確立した定義というのが実はござ

いません。ただ経験的に、経済学者中心に、次の

ようなことが言われていると思います。バブルと

いうのは、主に資産の価格が自己増殖的に上昇し

続ける状態であり、その資産の市場に参加してい

る人がその上昇を信じて疑わず、転売は完全に可

能であると、常に可能であると、常に転売できる

と信じている状況である。というのが後知恵のバ

ブルの定義でございます。後知恵ですよ。これ、

確立しておりません。大体、自己増殖的に上昇す

ると。それから、転売がいつでもできるという。

これが必要です。転売ができるというのは当然、

その中に自分が買った値段よりも高く売れるとい

う意味が入っておりますので、その点ご注意を。

バブルというのは、そうやたら起こるものでは

ございませんので、当然経済社会にも、これも後

知恵でございますけれども、一般的な背景が必要

となります。どのような背景かと申しますと、ま

ずその社会が何らか世界に誇り得るような技術的、

あるいはその国に属する市場、マーケットの優越

性を感じているというか、少なくともそこで経済

活動している人たちは何らかの優越性と継続性を

信じて疑わない状態。

だからかつてのアメリカのような状況ですね。

かつてというのは、 年の大恐慌の前の不動産

のバブルのとき。新しい経済だ、何もしなくても

成長する、そういう時代だった。で、最近の例の

金融恐慌を引き起こしたバブル、リスク・テイク・
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とかけ離れた動きをしているのか、若干おなじみ

かと思いますけれども、図表を用意したのが、第

図。これは地価と名目 の関係を見たものです。

大体、名目 と地価っていうのは似たような動

きを示すわけでございます。後でもう少し詳しい

のが出てきますが、最近の動きをご覧いただくと、

全くよく似た動きをしております。これが一つ。

それから、次のページの第 図をご覧いただき

たい。これは名目経済成長率と地価上昇率を並べ

てプロットしたものです。最近、少し乖離があり

ますが、それは 年から 年の間にも、い

くつもございます。これも格別騒ぐほどでもなく

て、まともな動きだと言っていいのではないかと

思います。

それから、お金が不動産市場、不動産業へ流入

している。これは日本銀行の貸出先別貸出という

ことで取ってきたのですけれども。貸付残高、増

えております。金融が超緩和ということで、資金

が取りやすいということもあるのでしょう。値段

がどんどん上がるということはないかもしれませ

んけど、安全な資産だから土地なんかを買ってお

こうということでお金が使われているとすれば、

こういうこともあり得るのかなということです。

ざっとしたお話ですけれども特に経済の動きある

いは景気の動きと変わった動きをしているという

ことではなさそうです。

次に出てきておりますのは、この不動産市場あ

るいは住宅市場でよくバブルという言葉が出てく

ることに関係しています。私は、バブルの話は大

変嫌なのです。結論は当然のことながら、これは

現状ではバブルではございません。ファンダメン

タルズでほとんど説明できそうなところから、い

わゆる経済学的なバブルでもないというふうに考

えます。経済学的なバブルというのは経済学の中

にちゃんと定義がございます。ファンダメンタル

ズ、これは大変便利な言葉でございますけれども。

ここでいえば、名目成長率であるとか、他にはマ

ネーの増加とか、いわゆる金融緩和の主要目的と

いってもよろしいのでしょうか、それに比べれば

落ち着いていると思うのですが。マネタリーベー

スであるとか、マネーサプライ、マネーストック

ですか。 のあたりを見ますと、こんなもんじゃ

ない、もっともっと増えています。政策的に増や

しておりますね。

ですから、そのファンダメンタルズを超えれば

経済学上のバブルということは言えるかと思いま

すけど、それもどうも怪しいと思う。怪しいとい

うのは、バブルじゃないということです。経済学

的バブルでもないし、皆さんがバブルと聞いて思

い浮かべるようなバブルでもない。バブルという

言葉、ご存じかと思いますけれども、これ厳密な

意味での経済用語ではございませんで、一般的な

用語でございます。泡沫という意味ですね。

世紀の初めにイギリスでサウス・シー・バブ

ルという大変なバブルが起こりまして。株式でご

ざいますが。そのときに泡沫会社という、要する

に何でもいいから会社をつくろうというブームに

なったそうでございます。株式さえ発行すれば、

どんどん上がっていく。そういうことがあるんで

しょうか。ただ、実際そうだったそうですが。

そのときに泡沫会社という意味で使った泡沫と

いうのが、今日私たちが使っているバブルの語源

でございます。確立した定義というのが実はござ

いません。ただ経験的に、経済学者中心に、次の

ようなことが言われていると思います。バブルと

いうのは、主に資産の価格が自己増殖的に上昇し

続ける状態であり、その資産の市場に参加してい

る人がその上昇を信じて疑わず、転売は完全に可

能であると、常に可能であると、常に転売できる

と信じている状況である。というのが後知恵のバ

ブルの定義でございます。後知恵ですよ。これ、

確立しておりません。大体、自己増殖的に上昇す

ると。それから、転売がいつでもできるという。

これが必要です。転売ができるというのは当然、

その中に自分が買った値段よりも高く売れるとい

う意味が入っておりますので、その点ご注意を。

バブルというのは、そうやたら起こるものでは

ございませんので、当然経済社会にも、これも後

知恵でございますけれども、一般的な背景が必要

となります。どのような背景かと申しますと、ま

ずその社会が何らか世界に誇り得るような技術的、

あるいはその国に属する市場、マーケットの優越

性を感じているというか、少なくともそこで経済

活動している人たちは何らかの優越性と継続性を

信じて疑わない状態。

だからかつてのアメリカのような状況ですね。

かつてというのは、 年の大恐慌の前の不動産

のバブルのとき。新しい経済だ、何もしなくても

成長する、そういう時代だった。で、最近の例の

金融恐慌を引き起こしたバブル、リスク・テイク・

 

バブルです。住宅が大元のバブルでした。リーマ

ンショックと言ったほうが分かりやすい。リーマ

ンショックって言うのですね。あれは住宅の価格

のバブルであったわけですが、その背景、何でし

ょうか。アメリカも、それは日本に比べれば随分

経済データ的には調子がよろしかったんでござい

ますけれども、それにしたって昔に比べれば落ち

着いたものだろうと、いうふうに思っていたので

す。あれは、移民が絡んでいました。

これからは分かりませんが、あの当時 ～

年までは移民が確実に毎年たくさん入ってく

るということ。どうしたかと言いますと、言葉は

悪いのですけど住宅をいくらでも売りつけること

ができる、と。彼ら移民というのは難民じゃござ

いませんで、ちゃんとした取り決めで来るわけで

す。来たらその国の 人になってもらうというの

が、一応建前なわけです。そういう人が来るわけ

です、どんどん。ですからこれは、住宅いくらで

も売りつけられるぞってことで。どんどん売れま

すから住宅価格の値段なんて落ちることはありま

せんってことでやっていた。それをやって、それ

を証券化したものを世界中にばらまいて。日本は

買わなかったようですが。どうしてかは知りませ

んけれど。欧州中心に買われていた。買ったのが

当然紙くずになるわけで、そこからみんな倒れて

しまった話なのですね。

今回のイギリスのユーロの離脱のときに、リメ

イン派、要するにイグジット派じゃない、ブレグ

ジットじゃなくてリメイン派というのがいたので

す、とどまったほうがいいんだと。あの派の最大

の言い分というのが、移民が来なくなったら住宅

市場が崩壊するということだったのです。イギリ

スはバブルじゃなかったと思うのですが、それで

もそれぐらい移民っていうのは影響力強いという

ことです。

というように、何か、とにかく増えて増えて仕

方がないっていうものがないと、バブルにはなり

ません。ですから、日本でバブルっていうのは、

私はないというふうに考えております。 パーセ

ントないのではないかと思いますね。私が死ぬま

でには、ないと思います。死んだ後は知らない。

どうでしょうか。もちろんバブルというのは、

大変憎むべきもので、あれをきちんと制御できな

かったからといって後で問題にされることにもな

る。今アメリカの のイエレンさんの前の前の

有名な議長さんでグリーンスパンさんって方がお

られた。例の、今、私がお話ししました、サブプ

ライムの頃の議長さんだと思いますけれども。彼

は見ていまして、バブルのような気がするんだけ

ども今これをつぶすのか、と。つぶしたときの悪

影響がまず、あると。それからバブルって言うけ

れど、これだけ物価が安定しているんだから、そ

れは資産価格という、資産の将来価格というのは

上がりやすいという経済学的な理論がございまし

て、将来受け取る実質の収益が増える、安定する、

だからみんな資産を買いたがる。

だから日本のバブルのときにも、一般的な物価

であります 、消費者物価というのは パーセン

トあるかなしかだったんですね。狂乱物価じゃご

ざいません。狂乱していたのは、地価と株価が二

つともつるんで、私が言うまでもなくご承知だと

思いますけれども、あれが上がっていったわけで

す。それに便乗した形でその他のリゾート会員権

だとかゴルフ会員権、そういう会員権というのが

上昇して行ったというのが日本で見られた現象で

す。

結局、彼は介入しなかった。その後バブルはつ

ぶれてしまったのですね。バブルは崩壊してしま

った。それで今、割と評判の悪い人になってしま

いました、グリーンスパンさん。自分がその立場

になったらできたかっていう話はありますよね、

でもね、つぶしたら大変だと思うわけでしょう。

ただ、つぶしたら大変ですけど、誰もつぶさなく

ても勝手につぶれます、バブルというのは。バブ

ルは パーセントつぶれます。さっき言いまし

たように、らせん状に上がっていきますけれども、

どこかで必ず誰かが、これは続かないと気が付き、

正気に戻ることになっているんです。これは歴史

的に見ますとそうなのです。

お金も続きません。世間の雰囲気はどちらかと

いうと引き締めたらどうかという感じになってき

ますので、お金も続きません。だから必ずバブル

というのは、タイミングはありますが、つぶれる

ことになっておりますので、どうか皆さまがた、

バブルなど期待なさらないほうがよろしいんじゃ

ないかと思います。

ちょっと長くなりましたが次に行きます。 で、

『中心市街地における劣悪な』と書いてあるのが

いいのかどうか。私も街をいろいろ歩いて楽しむ

ことが好きなのですが、都心部に行きましてもま
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だ、非常に小規模な木造の古い住宅の密集してい

る所、私の区内にもたくさんございますが、ああ

いう所に直下型が来たらどうなるか、大変なこと

になるんでしょうけれど、これはもはや、負の外

部性という公共経済学の用語を使っておりますけ

れども、その家がつぶれるだけでは済まない。火

災を起こしてそれが延焼を起こしたりするという

ことで都市機能というのをまひさせるということ

であれば、負の外部性が懸念されるわけでござい

ます。これ、もうやっておられると思いますけれ

ども、都市計画的な観点からであれば、やはりこ

れは政府の重要なお仕事になるのではないかなと

いう思い付きで、書いているわけでございます。

②もそのような、高齢者がお住みになっている

所も多いと思いますけれども、空き家になったり

するということもあるかもしれませんから、集約

化ができないものかなというのはいつも感じます、

歩いていてそう感じます。有効活用できるような

介入、これはやはり政府の重要なお仕事の一つだ

ろうと思います。

それから 、『市街地・郊外における空き家の

増加』。これはもうご承知のとおりでございます。

大都市中心部とそのごく近い所はまだ、スクラッ

プ ビルドが可能です。スクラップすればまたそこ

におうちが建っております。だけどそれを離れま

すと、スクラップもビルドもできないという所が

だんだん東京都にも近づいてきているというお話

を聞きます。

一つは、皆さんはよくご存じでしょうけど、バ

ブルの時代、皆さんがわっと買った地域がござい

ますね、多摩川を渡って行くと。あの辺りだと、

もう物件売るにもなかなか売れない。大きな土地

で立派なおうちを建てておられるのですけど、売

れない人が結構出てきているって不動産屋の人が

言っておりましたが、本当でしょうかね。

困るんだそうです。立派なんで、そこそこ売れ

るだろうと思って。それを売って駅前のマンショ

ンに引っ越そうと思って相談しに来た。「それは立

派ですからね、売れますよ」って言ったのはいい

んだけど、全然売れないっていう人が、結構出て

きているらしいです。そういうのが空き家になる

んじゃないかな、と思いますけどね。空き家の経

済学的な、そんな大げさなものではありませんけ

れども、解釈っていうのは、こんな貴重な資本ス

トックなのに資本が遊休化してしまう、いうこと

ですかね。

これを市場の働きで改善できるのかということ

ですが、これはやはり、できれば市場の働き、民

間の力で何とかうまく流用できるといいますか、

利活用できるようにすればいいと思います。もし

それが民間企業の手に余るといいますか、それで

不十分なら、これを助ける政府の介入というのは

理屈に合っているのじゃないかな、と思ったりい

たします。

番です。所得環境が厳しい。国税庁の民間の給

与の調べとか、あるいは厚生労働省さんの調査な

んかをずっと眺めてみますと、家計の収入、個人

の収入というのが、本当に伸びておりませんので、

それを厳しさというふうに言っておりますが。こ

ういう下で、持ち家政策、マイホーム政策という

のは限界があるのではないか、 あるいは介入する

のに妥当性があるのだろうかということについて、

ちょっと気になるので、書いております。

自己破産とか悲惨な例も報道されているわけな

のですけども、自己責任かつ自力で住宅を購入し

ようとする、通常はそうだと思うんですよね、皆

さん、自分の今後の予算とかにらみながら、支払

い可能性なんかをにらみながら、お買いになるわ

けでしょうから、自己責任ですよね。一つ言える

のは、できるだけ税金から中立的な状況にしてい

ただくのが政府の役割ではないかと思うのですが。

後で出てきますが、住宅ローン減税もそろそろ考

え直した方がいいのかもしれません。所得環境か

ら見て、悪い意味での後押しになっているかもし

れません。

さきほどの税金ですが、最初から税金かかって

おりますと、それだけでまさに個人の住宅の選好

というものをゆがめてしまっているということが

経済学上の懸念でございます。ここ書いてござい

ますけど、消費税は仕方がないんですけれども、

登録免許税とか不動産取得税というのがございま

す。あんまり触れられることがない。後で出てき

ておりますけれども、私に言わせると、ぜいたく

品にかける税金のような印象がありますが、これ

何のためにやっているのかということなのですけ

れども。ある先生の本を読みますと、理論的に凍

結効果というのがあるというので、ご紹介をして

おきたいと思うのです。

凍結効果。その前に第 図はちょっと飛ばして

しまったのですけど、これは設備資金への新規貸
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だ、非常に小規模な木造の古い住宅の密集してい

る所、私の区内にもたくさんございますが、ああ

いう所に直下型が来たらどうなるか、大変なこと

になるんでしょうけれど、これはもはや、負の外

部性という公共経済学の用語を使っておりますけ

れども、その家がつぶれるだけでは済まない。火

災を起こしてそれが延焼を起こしたりするという

ことで都市機能というのをまひさせるということ

であれば、負の外部性が懸念されるわけでござい

ます。これ、もうやっておられると思いますけれ

ども、都市計画的な観点からであれば、やはりこ

れは政府の重要なお仕事になるのではないかなと

いう思い付きで、書いているわけでございます。

②もそのような、高齢者がお住みになっている

所も多いと思いますけれども、空き家になったり

するということもあるかもしれませんから、集約

化ができないものかなというのはいつも感じます、

歩いていてそう感じます。有効活用できるような

介入、これはやはり政府の重要なお仕事の一つだ

ろうと思います。

それから 、『市街地・郊外における空き家の

増加』。これはもうご承知のとおりでございます。

大都市中心部とそのごく近い所はまだ、スクラッ

プ ビルドが可能です。スクラップすればまたそこ

におうちが建っております。だけどそれを離れま

すと、スクラップもビルドもできないという所が

だんだん東京都にも近づいてきているというお話

を聞きます。

一つは、皆さんはよくご存じでしょうけど、バ

ブルの時代、皆さんがわっと買った地域がござい

ますね、多摩川を渡って行くと。あの辺りだと、

もう物件売るにもなかなか売れない。大きな土地

で立派なおうちを建てておられるのですけど、売

れない人が結構出てきているって不動産屋の人が

言っておりましたが、本当でしょうかね。

困るんだそうです。立派なんで、そこそこ売れ

るだろうと思って。それを売って駅前のマンショ

ンに引っ越そうと思って相談しに来た。「それは立

派ですからね、売れますよ」って言ったのはいい

んだけど、全然売れないっていう人が、結構出て

きているらしいです。そういうのが空き家になる

んじゃないかな、と思いますけどね。空き家の経

済学的な、そんな大げさなものではありませんけ

れども、解釈っていうのは、こんな貴重な資本ス

トックなのに資本が遊休化してしまう、いうこと

ですかね。

これを市場の働きで改善できるのかということ

ですが、これはやはり、できれば市場の働き、民

間の力で何とかうまく流用できるといいますか、

利活用できるようにすればいいと思います。もし

それが民間企業の手に余るといいますか、それで

不十分なら、これを助ける政府の介入というのは

理屈に合っているのじゃないかな、と思ったりい

たします。

番です。所得環境が厳しい。国税庁の民間の給

与の調べとか、あるいは厚生労働省さんの調査な

んかをずっと眺めてみますと、家計の収入、個人

の収入というのが、本当に伸びておりませんので、

それを厳しさというふうに言っておりますが。こ

ういう下で、持ち家政策、マイホーム政策という
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のに妥当性があるのだろうかということについて、
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自己破産とか悲惨な例も報道されているわけな
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さん、自分の今後の予算とかにらみながら、支払

い可能性なんかをにらみながら、お買いになるわ

けでしょうから、自己責任ですよね。一つ言える

のは、できるだけ税金から中立的な状況にしてい

ただくのが政府の役割ではないかと思うのですが。

後で出てきますが、住宅ローン減税もそろそろ考

え直した方がいいのかもしれません。所得環境か
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おきたいと思うのです。

凍結効果。その前に第 図はちょっと飛ばして

しまったのですけど、これは設備資金への新規貸

 

出額。最近少し伸びておりますよ、ということで

す。同じ傾向ですね。
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味は、税金かけられますので、矢印が付いており

ますように、右下がりの曲線。これ需要曲線とい

って経済学の主要な概念でございますが。需要曲

線と供給曲線。交わっている所で、その取引量と

地価が決まるという概念図でございます。需要曲

線が左の下のほうにシフトすることになります。

安くないと、前と同じ取引は発現しないというか、

現れません。税金で持っていかれますので。その

取引の値段が安くないと、前と同じ取引を確保で

きないから、需要曲線は左の下のほうへと行きま

す。そして、交点も左の下のほうにまいります。

同じような理屈で、②をご覧いただくと、こち

らのほうは供給者にかかりますので、供給曲線の

場合、左上にシフトいたします。これは税金も供

給者にかけるということですから、供給者として

は税金の金額が、ここでは、その土地 単位に対

して同じ税金、従量税みたいなものです、それが

かかるように全部直線で図を描いてございますけ

れども、理屈はどうやっても同じでございますの

で。これは同じ取引量を確保するためには、値段

が上がらないと、税金の分上げないと、損してし

まうことなりますので。それで供給曲線が上のほ

うにシフトしているということになります。

実は、ちょっと難しいので簡単に言いますけれ

ども、この中に、交点を中心に線が 本、破線で

引いてありますが、これで何をしようとしている

のか、ということです。この取引で社会が得る、

つまり需要者と供給者が得る利益の大きさを比べ

る、というのが目的です。比べて小さくなれば、

この政策は良くないというのが公共経済学の重要

な手法でございます。その手法をここでやってい

る、ということでございます。結論だけ申し上げ

ますと、いずれも、消費者にとっても生産者にと

っても、その合計である社会にとっても、利益は

小さくなっております。

従って原則として、この税金ですけども、もち

ろん太い矢印で書きましたように端的な凍結効果

というのも理論的にはあるということになります

が、社会の余剰といいますか、社会全体の利益も

減っている、ということになっているわけですね。

もちろんその場合、消費者の利益も減っています

し、売るほうの利益も減っている、ということに

なっている。

公共経済学は、こういうふうにして社会全体の

利益が大きくなるか小さくなるかということを、

模式化して考えていくということです。そうしま

すとこの二つの税というのは、実は、冒頭で申し

上げましたような都市経済学の教科書に書いてあ

るとおり、社会的に望ましくないという性格を持

っている、ということでございます。もちろんこ

れに税収が入りますが、公共経済学では税収とい

うのは、将来の公共政策の財源になることからプ

ラスとしてカウントしています。それでも、マイ

ナスが残る、社会の利益が減るということになる

のが、この図でございます。もしご関心がありま

したら、また落ち着いてご覧になったらよろしい

かと思います。

このように、ここで一例として不動産取得税な

どというのを挙げましたけれども、経済学、公共

経済学の立場からは問題なしとしないものという

のは、結構あるものでございます。ついでに書い

ているようなところがございますが、『ローン控除

も併せて止めれば、すっきりする』と書いてあり

ますけれども。直観的には、人口も減っておりま

すし、それよりも世帯数が 年にピークで、そ

れ以降減っていくはずです。世帯数が減っていく

はずです。従いまして、住宅も中古住宅をうまく

流通させるという課題があるようでございますが、

そこら辺がうまくいけば、何も資源配分ゆがめて

まで、持ち家政策をローンで後押しする必要がど

こにあるのかというのが、まともな経済学的な見

方であることは間違いありません。反対の向きも

あるかと思いますが、経済学的に言えば、そうな

る。

住宅ローン。これは大変役に立っていると言っ

ている都市経済学の先生、いないと私は思います。

私も実は恩恵を被っております、白状いたします

と。そういう者があんまり言っても説得力がない

のでございますけども、落ち着いてよく考えてみ
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ると、現時点では問題の方が大きい、という感じ

はします。

次に行きます。それから②で書いてあるのが第

図でございます。さきほどの資源配分の歪みと関

係があります。これは『住宅・土地統計調査』と

いう、大変大きな総務省の調査でございます。 年

に 回ぐらいですかね、やるのは。待ち遠しいわ

けでございますけれども、なかなか出てまいりま

せん。

ここで、 歳以上の方っていうのはともかくと

して、『家計主の年齢階級別持ち家世帯数の推移』

を見ますと、だんだん右に行くに従って、 歳代、

それから 歳代あたり、辛うじて 歳代もそう

いうふうな傾向がございますけれども、持ち家の

世帯率というのは減ってきているわけでございま

す。だから意欲はないのだということでもないか

もしれませんけれども、少なくとも持ち家という

かマイホームでなければいけない、土地が付いて

なきゃいけない、と考える人は以前に比べれば少

なくなってきているのではないかというふうに思

います。

正直実際問題、例えば世帯構成人員見ても、も

う減る一方でございまして。どんどんこれからも

減っていきます。これまでも減ってまいりました。

ですから、 人ぐらいでそんな立派なおうちに住ん

でも。そういう趣味の方もおられるし、お金が有

り余っている方は別ですけれど、そうでなければ

大きすぎる家を買っても仕方がないわけでござい

まして。

こういうことが言われていると思います。今日

の高齢者を見ると、不必要に広い家に住んでいる。

ハウスリッチだがキャッシュプアである、と。キ

ャッシュプアっていうのは、若い方に言うとそん

なことないだろうと言う人がおられるのですが、

あくまでも平均的に見ればということでございま

す。平均的に見れば、高齢者というのはキャッシ

ュプアであることは間違いありません。あくまで

も平均値です。高くてとんでもない人もいますし、

とんでもなく低い人、もいます。だから平均値と

いうのは怖いもので。足して頭数で割りますので、

そこそこの値は出ますが、本当は中位数かなんか

で見たほうがいいのだろうと思うのですけど、平

均値で見ますと、キャッシュプアであることは間

違いない。

番は、今、私が申し上げた前提が書いてありま

す。ストックの数としては超過供給状態であると

いうのは、これはもうご承知のとおりです。例え

ば第 図。『住宅ストックと世帯数』ということで

書いてまいりました。これをご覧いただければす

ぐわかります。数の上では、修理しなきゃ住めな

いような家も入っていると思いますけれども、こ

れは戸数的に充足しているということはもう多分

間違いないわけでございます。

従って、むしろ既存ストック利活用というのが

今後の大きな課題になるだろう、ということが言

われているわけで、それはそのとおりかと思いま

すが、この場合の政府の役割というのはしっかり

と考えていかなければいけない、ということを書

いております。

『相続税の土地評価が原因となって、需要を反

映しない貸家の建設が増加している』。需要を反映

しないというのは、報道とか専門家の意見を集約

すると、最近の貸家の増加というのは、必ずしも

需要が増えているということではない、という意

見が多かったから書いております。

『資源配分が歪められている』。需要を反映しな

いということは、不必要なところにお金が使われ

ているし、資源が使われているということですか

ら、それ自体が、経済学が一番嫌う資源配分がゆ

がんでいる、ということになるわけです。そのこ

とが書いてあります。

ここでは相続税の関係ですね、土地評価の問題

です。そういうものが原因となって、もし需要に

関係なく貸家が増えるということがあれば、また

ここでも税制の在り方というのが問われなければ

ならない、ということであります。非常に複雑に

税制が絡んでいますが、どうも今までのようには

いかないのではないか、と。つまり考え方として

マッチしなくなっているのではないか。いろんな

ほころびが出ているし、考え方を変えないと、あ

ちこちで社会の超過負担を、社会のロスを、まき

散らすということになるわけでございます。今後

特に、その恐れがあるだろう、ということが書い

てあります。

私が言いたかったのは、この括弧の中でござい

まして。『住宅に関わる政府の役割が政府と市場で

共有されてない』恐れがあるのではないかという

のを時々、感じます。『政府は対症療法的な介入に

追われて、市場は「住宅は公共的・社会的な財」

であると』。本気かどうか大変失礼な言い方ですけ
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ど、本気でそう思っておられるのかどうか知りま

せんが、商売上そう言っといたほうがいいからお

っしゃっているのかもしれませんね。そこら辺は

分かりませんけど。本を見ても、大体、社会的な

財とか公共的な財ということで、広く政府の介入

を求めるような論調が見られるわけですが、ちょ

っと考え方を変えていかないと今後は危ない。

番目。『住宅という財をどう見るか』。認識が違

えば政府の関わり方が違ってきます。この辺りを

どう考えるかということなのですね。住宅は私的

財ではないのか、と。私的財というのはコンビニ

の弁当でも何でもいいです。皆さんがお金を出し

て買った財、サービスでも結構でございますが、

それは皆さん個人が消費できるわけです。お金を

払った人が消費できる。それを例えば、コンビニ

の弁当を皆さんがたが食べているのを私が俺によ

こせ、ということは基本的にはないわけです。自

分が買ったものは自分が消費するという、そうい

う性質を備えている財を私的財というふうに言っ

ているわけです。

この反対が公共財ということになるわけです。

私的財には排除性と競合性がありますよ、という

ようなことになっています。これは教科書みたい

なことで恐縮でございますけど、 ページ目の下か

ら 行目、『住宅は私的財ではないのか』というこ

とですけど、実は、私的財そのものに他ならない、

個人あるいはその家族が消費しているものです。

他の人が消費しようとしようものなら、大変なこ

とになるだけですね。こんな私的な財もないほど

私的でしょう。それ勝手に入っちゃったら不法侵

入、刑法に問われてしまう。黙って何か盗んでも

窃盗罪とかありますけども、大変です、だからこ

れは公共財ではない。

ここで、公的住宅が供給されているのはどう理

解すべきか、というのがありまして、整理上の問

題としてですね。公的住宅は現在までもこれから

も特殊な存在であるべきである、というのが一般

的な理解であると。ここにおいて、さっきの東京

都の住宅公社の件というのが、私はどうにも理解

できないのです。立派な年収の、しかも年収の基

準を上げているわけですよ、そういう人に入らせ

るものを公営住宅にしてはいけないはずなのです。

そういうことが書いてあるわけです。公営住宅と

いうのは、もともとは救貧政策の一つだったわけ

です。よろしいですよね、こういう認識というの

は。非常に低所得層の方で住宅が思うように見つ

からないし、入れない、という方を入れたはずで

す。

保育所と同じですね。保育所も、あのサービス

ももともとは救貧政策でございまして、低所得層

のお母さまが働かないと生活していけません、と

いうことで保育所というのを作ったのです。で、

今変なことになっていて。あれも税金のかたまり

です。大変なことになってしまった。今は事実上

あずけないと仕事ができない、しかもその仕事が

できないというのは、面倒見切れない、というこ

とになる。お父さまもお母さまも、両方ともフル

タイムで働いている人というのを優先しているん

だそうですね。所得、収入の高い人を優先的に入

れているのです。あれは民間に開放して、制度上

はそれは可能になっていますが、民間の市場で決

まった値段でもって利用していただいて、後ほど

低所得層には還元するなり安くするなり、という

ことをしないと、いつまでたっても続くわけです。

そういうのも公共経済学の問題ですが、これもち

ょっと似ているところがある。

公営住宅は、いわゆる選別主義に基づく政策で

ありまして、普遍化、ユニバーサルにはできませ

ん。つまり誰でもみんな、民間の自分の住んでい

る家が気に入らなかったら公営住宅においで、す

てきな住宅を建ててあげるからねってわけにはい

かないということです。もともと、生活保護に似

ているのです、言ってしまえば。もっとも、代わ

りは民間でもできます。政府が委託して民間の借

家に住んでもらえばいいだけの話です。最近は貸

家も随分できているからそうすればいいと思うの

ですけど、いけないでしょうかね。住宅の補助金

を出せばいいだけの話。それだって家賃に補助金

を出すよりも、一般的な、金銭的な補助金のほう

が効率的というのが経済学の考え方です。 万円の

実費を払うよりも、使途を決めずに 万円あげた

ほうが経済学的には効率がよろしいというのは、

よく知られているわけです。

『私的財なのになぜこうも政府の介入が多いの

か』っていうのが、 ページにあります。たくさん

書いていますが、結構端折ります。これはもう言

わずもがなでしょうから。戦後の荒廃した中で住

宅を建てなければ生活できない。基本的な衣食住

というものを早く満たす必要があった。ナショナ

ル・ミニマムということの観点から政府が大幅に
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介入してまいりました。それは必要だったのだろ

う、ということが言えるわけです。例えばそれは

医療サービスでも似たところがございますね。国

民皆保険にしたということでございます。

その思いが強かったことから、一つ、バブルと

の関連について。先ほどバブルがつぶれたと言い

ましたが、日本では政策によるバブルつぶし、と

言われているのです。日銀の公定歩合の累次の引

き上げで、 回くらい連続して引き上げたことと並

んで、下から 行目あたりに総量規制というのが

発動されたということがございます。これがバブ

ルの息の根を止めたということにされているわけ

ですが、これがなぜ発動されたかというと、実は、

年収倍率というのがあった。

家を買う。持ち家、マイホームですね。年収の

倍以内で買えるようにしよう、という政府の公然

とした計画があったわけでございますが、 倍なん

かじゃとどまりません。もう年収、それの二桁倍、

十数倍ぐらいに、バブル時にはなったのです。そ

れに危機感を抱いて、総量規制を掛けたという説

が有力になっております。

かつて私も研究したことがあるのですが、そう

いう説が有力だった。実はこれ、言いたかったの

は、そのこと自体はともかくとして、このように

住宅というのは日本で、日本の社会、日本の経済

にとって大きな地位を占めてきた、よくも悪くも

地位を占めてきたわけで、総量規制というのはそ

の悪い面が出てしまった。住宅が手に入らなかっ

たら大変だ、と。暴動は起きないかもしれません

けれども、国民の負担、不満が高まるということ

で遮二無二、総量規制にいったと。これはバブル

が悪かったわけで、総量規制が必要でなかったと

は言えません。

その結果、失われた 年じゃなくて 年。失

われたといっても、その直接の効果がいつまで続

いたかというのは難しいですけれども、いまだに

日本の経済は停滞を続けているわけですね。

ということで、顧みると住宅政策というのは、

実は日本経済にとって非常に重大なことになって

しまっている。必要だったのだけども、バブル期

には恐ろしいことを引き起こしてしまっていると

いうことでございます。その背景に住宅政策上の

公約みたいなのがあった。政府が、制度が介入し

過ぎると、一つ間違えるとこういう恐ろしいこと

になってしまうということでございます。

一番下のほう、『財の性格というのは時代によっ

て変わってくるのか』ということですけれども、

絶対的な住宅不足の時代と、最近のようなストッ

クのほうが世帯数よりも上回っているという時代

を比べれば、それは変わってきてしかるべき、と

いうことはあります。

で、次のページに書いてあるのが、『住宅不足時

代の財の性格』としては、あたかも公共財のよう

な性格も認められた。最近でも業界の方がおっし

ゃるような、社会的に必要な財だ、というのは、

これは割ともっともらしいと言うと失礼ですけれ

ども、理屈がつくというか、分かるような気がい

たします。ただ基本的には、そのときも私的財だ

ったというのが、いろんな政策を打てば打つほど、

都市経済学の先生がおっしゃるように矛盾を生じ

ている、ということになってきているのだと思わ

れます。

それがむしろ最近では、『ストック過剰の財とし

ての性格』ということでございます。これはマク

ロ経済で言われる設備過剰の状態に類似している、

ということでございます。こういうことになりま

すと、不動産なら不動産の価格もなかなか上がり

にくい。だから皆さんご承知のように、上がらな

いのですよ。これが、高度成長時代あるいはそれ

以前の住宅に対する需要に飢えていた頃ですとど

んどん上がる素地がございます。それが行き過ぎ

ると、あるいは株式との関係もございましたので

すけれども、バブルになる、ということでござい

ます。その頃と時代が違います。それを、できれ

ば認識していただくと大変結構かと思います。

余っているわけですので。余っている、といっ

て中古品ばかり余っているというなら、中古市場

なんかも動員していただいても結構だと思うんで

すけど。結局、余っているという状況になります

と経済学では公的介入でさらに供給量を増加させ

る、という根拠がございません。ただ、それは量、

ですよ。あくまでも何戸、ということで言ってい

ます。満ち足りているのならば、政府がそこに介

入してさらに量を増やせというのは、経済学的に

成り立ちません。資源配分の無駄でございますの

で。不動産業に人、物、金を行かせるのは、行く

ように助長するのはまずい、というのが経済学の

立場なのだろうと思います。

もちろん、質的なものは測れませんので、質的

に足らないということであれば、それは皆さまが
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介入してまいりました。それは必要だったのだろ

う、ということが言えるわけです。例えばそれは

医療サービスでも似たところがございますね。国

民皆保険にしたということでございます。

その思いが強かったことから、一つ、バブルと

の関連について。先ほどバブルがつぶれたと言い

ましたが、日本では政策によるバブルつぶし、と

言われているのです。日銀の公定歩合の累次の引

き上げで、 回くらい連続して引き上げたことと並

んで、下から 行目あたりに総量規制というのが

発動されたということがございます。これがバブ

ルの息の根を止めたということにされているわけ

ですが、これがなぜ発動されたかというと、実は、

年収倍率というのがあった。

家を買う。持ち家、マイホームですね。年収の

倍以内で買えるようにしよう、という政府の公然

とした計画があったわけでございますが、 倍なん

かじゃとどまりません。もう年収、それの二桁倍、

十数倍ぐらいに、バブル時にはなったのです。そ

れに危機感を抱いて、総量規制を掛けたという説

が有力になっております。

かつて私も研究したことがあるのですが、そう

いう説が有力だった。実はこれ、言いたかったの

は、そのこと自体はともかくとして、このように

住宅というのは日本で、日本の社会、日本の経済

にとって大きな地位を占めてきた、よくも悪くも

地位を占めてきたわけで、総量規制というのはそ

の悪い面が出てしまった。住宅が手に入らなかっ

たら大変だ、と。暴動は起きないかもしれません

けれども、国民の負担、不満が高まるということ

で遮二無二、総量規制にいったと。これはバブル

が悪かったわけで、総量規制が必要でなかったと

は言えません。

その結果、失われた 年じゃなくて 年。失

われたといっても、その直接の効果がいつまで続

いたかというのは難しいですけれども、いまだに

日本の経済は停滞を続けているわけですね。

ということで、顧みると住宅政策というのは、

実は日本経済にとって非常に重大なことになって

しまっている。必要だったのだけども、バブル期

には恐ろしいことを引き起こしてしまっていると

いうことでございます。その背景に住宅政策上の

公約みたいなのがあった。政府が、制度が介入し

過ぎると、一つ間違えるとこういう恐ろしいこと

になってしまうということでございます。

一番下のほう、『財の性格というのは時代によっ

て変わってくるのか』ということですけれども、

絶対的な住宅不足の時代と、最近のようなストッ

クのほうが世帯数よりも上回っているという時代

を比べれば、それは変わってきてしかるべき、と

いうことはあります。

で、次のページに書いてあるのが、『住宅不足時

代の財の性格』としては、あたかも公共財のよう

な性格も認められた。最近でも業界の方がおっし

ゃるような、社会的に必要な財だ、というのは、

これは割ともっともらしいと言うと失礼ですけれ

ども、理屈がつくというか、分かるような気がい

たします。ただ基本的には、そのときも私的財だ

ったというのが、いろんな政策を打てば打つほど、

都市経済学の先生がおっしゃるように矛盾を生じ

ている、ということになってきているのだと思わ

れます。

それがむしろ最近では、『ストック過剰の財とし

ての性格』ということでございます。これはマク

ロ経済で言われる設備過剰の状態に類似している、

ということでございます。こういうことになりま

すと、不動産なら不動産の価格もなかなか上がり

にくい。だから皆さんご承知のように、上がらな

いのですよ。これが、高度成長時代あるいはそれ

以前の住宅に対する需要に飢えていた頃ですとど

んどん上がる素地がございます。それが行き過ぎ

ると、あるいは株式との関係もございましたので

すけれども、バブルになる、ということでござい

ます。その頃と時代が違います。それを、できれ

ば認識していただくと大変結構かと思います。

余っているわけですので。余っている、といっ

て中古品ばかり余っているというなら、中古市場

なんかも動員していただいても結構だと思うんで

すけど。結局、余っているという状況になります

と経済学では公的介入でさらに供給量を増加させ

る、という根拠がございません。ただ、それは量、

ですよ。あくまでも何戸、ということで言ってい

ます。満ち足りているのならば、政府がそこに介

入してさらに量を増やせというのは、経済学的に

成り立ちません。資源配分の無駄でございますの

で。不動産業に人、物、金を行かせるのは、行く

ように助長するのはまずい、というのが経済学の

立場なのだろうと思います。

もちろん、質的なものは測れませんので、質的

に足らないということであれば、それは皆さまが

 

たのお仕事であると思います。政府も、国土交通

省さんも計画を立てておられますが、皆さまがた

も進んでそういうものに取り組まれれば、質が上

がれば、もっと需要が増やせるのではないか、と

いうことはあり得るのです。そういう世界になっ

ていると、今、思われるわけです。

あくまでも、量的に言えば政府が産めよ増やせ

の時代ではございませんので。それは足りている

からです。それが根拠です。満ち足りているもの

をなんで量的に増やすのだ、という単純な話です。

ただ、質は知りません。質的な面はいちいちこ

この中に勘案できません。それは、お考えになる

余地は十分にあるのかなと思いますが。地震に強

いとか、思い付きですけども。そういうようなこ

とでいくらかでも付加価値が付けられそうなもの

があるのかどうか、ですね。例えばそういう話で

あります。そういうものは、ここでの仕組では測

れません。

ストック過剰は、下から 行目の所、行が空い

た所の下からですが、当然空き家を増やしてまい

ります。空き家になってまいります。これはせっ

かくつくった立派な工場、使われずに草ぼうぼう

の状態で、引き込み線の大きな工場ですと鉄道の

線路なんかが入っている場合がございます。その

周りにペンペン草が生えているという、そんな状

態になるわけです。はっきり言って、空き家、私

が住んでいる周辺、杉並区でございますけれども、

たくさんあります。どんどん増えています。どん

どん増えているわけです。歩くのが好きなもので

すから結構歩くんですけど、あれもこれもという

状況になってきています。

毎月増えているとまでは言いませんけれども、

ここ多分空き家だよなっていう感じで見ています。

この調子で増えてきたらもう、大変なことになっ

てしまうな、と。無駄だなと思うわけです、経済

学を勉強しておりますから。空き家、これ使われ

てない、こんな便利な所にあって使ってないのは

無駄だ、と。資本の無駄、遊休資本だ、というこ

とで。すぐ無駄だと思うわけでございますが。

むしろそこは、何かビジネスのネタを。空き家

ビジネスってありますよね。ただ、空き家見回り

とかそういうのではなくて、空き家をもっと何か

ほかの用途に使っていただいて、ビジネスが成り

立つかどうかっていうものを、ぜひともおやりに

なっていただきたいなと思います。これから空き

家はどんどん増えていきますよ。私の周りで、杉

並区で増えているのですから恐らく間違いなく、

増えるんじゃないですか。

今、貸家なんてつくっていますけど、あれなん

かは空き家になるためにつくっているようなもの

ではないですか。何を考えられているのかよく分

かりませんが。ひょっとして、移民か何かを、皆

さん、政策として要望されるのでしょうか。

『移民の経済学』という本が大変よく売れてい

るというんですが、皆さんお買いになってお読み

になっていますか。不動産市場、つまり住宅に関

わる方、移民のことをちょっと考えられたほうが

よろしいかもしれませんね。いずれにしたって、

もう日本は、人口は減ります。もう減っています、

現に。世帯数も 年が多分ピークで、減ってい

く一方になります。ですから将来性ないですよね、

はっきり言ってしまえば。それは明らかなのです

から、新しい戸数が欲しければ、移民に来てもら

うしかないわけですよ。だってお子さん生まれな

いわけでしょう。あんな保育所増やしたって、あ

んな下手くそなやり方やっていたら、いつになっ

たら増えるか分かりませんよ。あんな非効率なこ

とやっていたのでは難しいかもしれません。だか

ら手っ取り早いのは移民ですね。

トランプさんは「移民は出ていけ」と言ってい

るけど、日本はそんな余裕はありませんのでね。

あるいは来てもらって、日本人になってもらう、

働いてちゃんと社会保険料も払ってもらいます、

税金ももちろん払ってもらうわけです。そういう

移民の勉強されるほうが、私は早いと思いますね。

多分、間違いないと思います。

というのは、私の理屈のバックグウンドに人口

とか世帯数とか、そういう見通しが入っています

ので。それを基にすれば、なかなか難しいでしょ

う。それからこれまでの、大変そこは感謝しなき

ゃいけない面もあるのですけども、非常に住宅を

たくさんつくっていただいておりますので戸数的

に余っているというのもあります。そこに、人が

増えない、世帯が増えないというのを考え合わせ

ますと、楽観的になれないのではなくて悲観的で

ないと、この世界は難しいんじゃないかと思うの

です。

普段そういうことを考えておられると思います。

もしそうなら移民というのは冗談じゃないと言う

と思います。冗談じゃないっていうのは、冗談事
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ではなくて真剣に考えたほうがいいのではないか

ということです。人がいなければ家をつくっても

仕方ないです。つくったって売れませんからね。

そういう問題でしょう、多分不動産っていうのは。

人が住まなくなったら不動産なんて必要ないです。

で、民泊のこととかいろいろ書いてございます

が、これにしても、既存の旅館業とかホテル業な

んかから民泊を規制してほしいなどという声が出

ています。勝手にやらせればいいと思うのですけ

ど何か問題があるのでしょうか。何か問題がある、

と分かったら規制すればいいんじゃないでしょう

か。ホテルとか旅館業なんて競争でサービスを磨

く以外の何物でもなくて、なおかつこれからは、

観光業というのは日本の有力なビジネスらしい。

そういうことらしいですよ。それなら余計、競争

しないと、より安くて、良いサービスが生まれな

いわけですから、競争してもらったらいいのです。

民泊が嫌だって、ヨーロッパなんか行ったらいく

らでもありますよ。私も何回か泊まったことがあ

ります。安くて、立派な食事も出してくれる。下

手なホテルや旅館なんかよりずっといい、と私は

思いました。でも、皆さんはちょっと違うかもし

れませんね。

要するに市場主義、市場主導というのですけれ

ども、基本的に私的財ですので、市場だ市場だ、

という必要もないことです。民間の企業が中心に

なって、今、求められているものを供給していく、

ということが主体であるべきだと。あらためて言

うようなことではありません。ただ、時代が違っ

ていたのです。まさにナショナル・ミニマムだっ

た住宅、という時代と今とは、明らかに違ってい

るわけですので。今の時代は、住宅はナショナル・

ミニマム…。それは、なくなったら大変ですけど

も、もし本当に入れない、どんなに頑張っても入

れないという人のために、公営住宅なんていうよ

うなものがありまして。そこから考えると、あく

までも、公的に住宅を供給する、民間じゃなくて

公的に政府が供給するというのは、選別的な政策

の一環であるべきだ、ということが ページの上

のほうに書いてあります。

つまり政府の役割というのは、この部分ではマ

ージナルな部分での介入ということでなければ、

本当の、現代における市場の尊重ということには

なりません、ということです。あの中国でさえ市

場を導入しているわけです、今や。言わずもがな

ですが、アメリカはちょっと大変なことになるか

もしれませんが、これまではアメリカ、イギリス

は勿論ですが、ドイツでも最近は労働市場でそう

いう傾向があります。オランダもフランスも。日

本よりもパフォーマンスの良い国、大体共通して

いるのは市場を重視するということであります。

労働市場を重視する。働き方をどうのこうのとい

っている国なんか、ありません。自由なのです。

ああいう、働き方が何とかっていうのは、経済学

は大嫌いです。そんなこといちいち介入するべき

ではない、というのが経済学の立場です。私はい

ろいろ、個人的に聞いたり、ひどい話も聞きます

よね。だけどそれ、全員そうなのかっていったら、

そうじゃないわけで、悪い話だけ特記して、働き

方がどうのこうのって堂々と介入してくるってい

うのはどうなのか。あれは政府のやることではな

いと思えてきます。

それから、賃金を上げろとか何とかっていうの

も、余計なことだということです。会社が自由に

やればいい。経済学は最低賃金制でさえ、嫌いま

す。あくまでも経済学の考え方ですよ。市場の機

能を活用することが少ないから沈滞しているので

はないかな、と私は思っているわけです。

それから、『ストック過剰っていうこと自体は、

資源配分の再機能を要請する』ということが書い

てあります。資源配分というのは、これは民間の

インセンティブを活用するのが一番でございます。

もともとがそういうものなのです。政府は失敗す

ることが多いわけです。何をどこまでしたら本当

に資源配分が改善するのかということは、なかな

か政府は情報をつかむのが難しいということがあ

ります。それを公共経済学では政府の失敗、とい

うふうに言っております。公共経済学に出てくる

政府は大変賢くて、全知全能の政府というのが出

てきますけど、そういう政府はないわけですね。

政府の機能というのは、もちろん必要な場合も

あります。特定目的を達成する場合は、政府の機

能が必要な場合はある。高齢者の孤立を防止する

にはどうするのかとか、高齢化した地区に医療施

設を集約する必要があるとき、どういうふうに誘

導すればいいのか、とか。そういうもので税制と

か補助金を使う、というのは政府の役割でありま

すし、そういうことを考えていくと、マージナル

な部分というか、民間ではうまくできない部分と

いうのも、かなりたくさんあるわけですので。そ
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ではなくて真剣に考えたほうがいいのではないか

ということです。人がいなければ家をつくっても

仕方ないです。つくったって売れませんからね。

そういう問題でしょう、多分不動産っていうのは。

人が住まなくなったら不動産なんて必要ないです。

で、民泊のこととかいろいろ書いてございます

が、これにしても、既存の旅館業とかホテル業な

んかから民泊を規制してほしいなどという声が出

ています。勝手にやらせればいいと思うのですけ

ど何か問題があるのでしょうか。何か問題がある、

と分かったら規制すればいいんじゃないでしょう

か。ホテルとか旅館業なんて競争でサービスを磨

く以外の何物でもなくて、なおかつこれからは、

観光業というのは日本の有力なビジネスらしい。

そういうことらしいですよ。それなら余計、競争

しないと、より安くて、良いサービスが生まれな

いわけですから、競争してもらったらいいのです。

民泊が嫌だって、ヨーロッパなんか行ったらいく

らでもありますよ。私も何回か泊まったことがあ

ります。安くて、立派な食事も出してくれる。下

手なホテルや旅館なんかよりずっといい、と私は

思いました。でも、皆さんはちょっと違うかもし

れませんね。

要するに市場主義、市場主導というのですけれ

ども、基本的に私的財ですので、市場だ市場だ、

という必要もないことです。民間の企業が中心に

なって、今、求められているものを供給していく、

ということが主体であるべきだと。あらためて言

うようなことではありません。ただ、時代が違っ

ていたのです。まさにナショナル・ミニマムだっ

た住宅、という時代と今とは、明らかに違ってい

るわけですので。今の時代は、住宅はナショナル・

ミニマム…。それは、なくなったら大変ですけど

も、もし本当に入れない、どんなに頑張っても入

れないという人のために、公営住宅なんていうよ

うなものがありまして。そこから考えると、あく

までも、公的に住宅を供給する、民間じゃなくて

公的に政府が供給するというのは、選別的な政策

の一環であるべきだ、ということが ページの上

のほうに書いてあります。

つまり政府の役割というのは、この部分ではマ

ージナルな部分での介入ということでなければ、

本当の、現代における市場の尊重ということには

なりません、ということです。あの中国でさえ市

場を導入しているわけです、今や。言わずもがな

ですが、アメリカはちょっと大変なことになるか

もしれませんが、これまではアメリカ、イギリス

は勿論ですが、ドイツでも最近は労働市場でそう

いう傾向があります。オランダもフランスも。日

本よりもパフォーマンスの良い国、大体共通して

いるのは市場を重視するということであります。

労働市場を重視する。働き方をどうのこうのとい

っている国なんか、ありません。自由なのです。

ああいう、働き方が何とかっていうのは、経済学

は大嫌いです。そんなこといちいち介入するべき

ではない、というのが経済学の立場です。私はい

ろいろ、個人的に聞いたり、ひどい話も聞きます

よね。だけどそれ、全員そうなのかっていったら、

そうじゃないわけで、悪い話だけ特記して、働き

方がどうのこうのって堂々と介入してくるってい

うのはどうなのか。あれは政府のやることではな

いと思えてきます。

それから、賃金を上げろとか何とかっていうの

も、余計なことだということです。会社が自由に

やればいい。経済学は最低賃金制でさえ、嫌いま

す。あくまでも経済学の考え方ですよ。市場の機

能を活用することが少ないから沈滞しているので

はないかな、と私は思っているわけです。

それから、『ストック過剰っていうこと自体は、

資源配分の再機能を要請する』ということが書い

てあります。資源配分というのは、これは民間の

インセンティブを活用するのが一番でございます。

もともとがそういうものなのです。政府は失敗す

ることが多いわけです。何をどこまでしたら本当

に資源配分が改善するのかということは、なかな

か政府は情報をつかむのが難しいということがあ

ります。それを公共経済学では政府の失敗、とい

うふうに言っております。公共経済学に出てくる

政府は大変賢くて、全知全能の政府というのが出

てきますけど、そういう政府はないわけですね。

政府の機能というのは、もちろん必要な場合も

あります。特定目的を達成する場合は、政府の機

能が必要な場合はある。高齢者の孤立を防止する

にはどうするのかとか、高齢化した地区に医療施

設を集約する必要があるとき、どういうふうに誘

導すればいいのか、とか。そういうもので税制と

か補助金を使う、というのは政府の役割でありま

すし、そういうことを考えていくと、マージナル

な部分というか、民間ではうまくできない部分と

いうのも、かなりたくさんあるわけですので。そ

 

こは政府の役割が期待されるわけであります。

に書いてあるところは、第 図のところに

なります。これは何を言っているかというと、住

宅というのがどうも価値財という財の種類に相当

するのだということですね。価値財というのは、

私的財と公共財の真ん中にあります。共通の意味

を持っているということでございますが、どちら

かというと価値財というのは私的財、つまり民間

でも供給できるものであって、その供給量が足り

ないときに政府が介入して、あたかも公共財のよ

うに供給するもの、とされています。

住宅は、価値財という性格があります。三つ目

の丸の所に書いてあります。政府が直接供給した

り、家賃補助をする。日本で公的な家賃補助とい

うのがなされてないのではないかと思うのですけ

ど、例えばもし家賃補助すれば、ですね。家賃補

助したりする住宅というのは、これは価値財と呼

ばれる種類の財になります。もちろん、民間で取

引されている不動産というのは、これは私的財と

いうところでございます。

以前、政府の役割というのは、この価値財と称

するところがぐっと右のほうに張り出していたと

いう状況だったかと思いますが、それは最近にな

ると状況が変わってきて、価値財の部分は小さく

なってきている、ということを言っております。

価値財というのはグレーゾーンと申しまして、

性格が曖昧でございます。従って、油断している

と、どういう理由があるのか知りませんから一方

的に決め付けるのはどうかと思いますけれども、

都の公社のようなチラシの内容のものが堂々と出

てくることになる。あれなどは価値財として供給

する必要があるのかどうか、何回考えても私は腑

に落ちないところでございます。というように、

グレーゾーンになりやすい性格が強いということ

でございます。

ですから、この『市場主導・市場尊重』という

ものですけれども、政府が国民のために何かしな

いと国民は不満だ、不満でなおかつ不安である、

ということで介入するのをパターナリスティック、

温情的とか家父長的な介入、というふうに言うわ

けでございますけど、これを見直して、市場の機

能に任せるということが、本来の市場尊重だとい

うことでございます。明確に市場の失敗が存在し

ていること、これは冒頭でも言いましたし、そう

いうものはございますが、そもそも市場の失敗と

いうものが存在しているのか、していないのかと

いうことを、しっかりと確認をして、政府の介入

というのがなされるべき時代になってきているよ

うに思われるわけでございます。

大規模災害等の懸念がある所から住宅地を他に

誘導していくとか、集約化するといった大規模な

仕事ですね。こうした大規模な外部性に関わる仕

事については、これは政府の役割が大きいという

直観がございます。例えば、リフォーム市場の数

値目標とか循環型住宅市場形成とか、強い経済に

貢献できる住宅産業、というようなことを政府が

宣言しておられます。もちろんつくるときに実際

の業界のかたがたも入られて議論された揚げ句で

ございますから、別にこれがいけないわけではご

ざいませんけれども、あくまでもこれを実施して

いかれるのは民間の主体に任せないといけないと

思います。

実現できるかどうか、そこは民間次第でござい

ますから。こういう目標も、まさにさっき言った

ような、質的な充実ということで、当たっていっ

ていい目標かと思いますけれども、そこら辺は民

間がよく市場の選好といいますか、需要者の嗜好、

好みですね、選好をちゃんと把握された上で、ま

とめて、それで実行するという姿勢が必要なわけ

です。

何とかファーストというのが随分、アメリカ・

ファーストとか、随分流行っているようですけれ

ども、マーケット・ファーストというのが今の時

代の、あるいはこれからの時代の重要な、基本的

な方針だろうというふうに思っているわけです。

『必要な介入というのが時代の要請に合致して

いることが重要』、時代の要請とは何かというのが

ありますが、そこは議論された上で介入していく

必要があるのだろうということでございます。

のところ、これはもう冒頭に申し上げましたが、

ざっと見ていきます。皆さんご存じのものばかり

で、図表の ページの第 図、それから第 図、

第 図というのがあります。一括して申し上げま

すと、これは総人口あるいは世帯数の見通しです

ね。『世帯数の見通し』。単独世帯も、 年ぐら

いが山で、あと減っていくのですね。単独世帯も

減っていきます。世帯総数だと、 年あたりが

多分一番高くなっているのだろうと思いますが。

それから先はこのようにずっと落ちてまいります。

ということでございますので、この衝撃があると
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いうことは、心得ておかなければいけない。

それから『平均世帯人員』。今ですと、大体

とか 人なのですけども。 まで、今後

～ 年で落ちていくということになっております。

こういうことでありますと、どうしても一つは住

宅の需要自体が伸びないというのは、明らかでご

ざいます。それから、持ち家というかマイホーム

自体が多分不利になるだろうなと。世帯の人員が

少ない、なおかつ先行きになると単独世帯も減少

局面が来る。単独世帯というのは現状増えている

から貸家が増えているということはありますけど、

その貸家だって頭を打ってもう必要なくなってま

いります。ということが、もう十数年のうちに、

世帯数は十数年ではなくて、 、 年のうちに、起

ころうとしているわけですね。

こういうことを考えると、やはり今後の住宅市

場の問題については、一つはバブルがどうのこう

のということで話をいたしましたけれども、それ

以前に住宅の需要というのはどうなのかというこ

とを心得ておかねばならない。ラフに考えてどう

かということですが、今後、 年ぐらいの住宅

需要、住宅投資額とか住宅建設の数のことでしょ

うけれど、それは現時点に比べれば パーセント

ぐらいは落ちても不思議ではないと思います。

どこのシンクタンクだったか、野村総合研究所

でしたか、 パーセント落ちると言っている所が

ありましたが。私は、住宅購入適齢人口というの

で計算すると、やっぱり 、ないし パーセント

程度までは、いっても不思議じゃないなと思って

います。それぐらいのマグニチュードで減るだろ

うということです。

パーセント落ちたら、もうこれは考え方を変

えないと大変ですね。これはぜひとも、うまく適

応されることですね。日本に合ったような不動産

の市場になればよろしいのでしょうけど。

あと、高齢者の夫婦とか 人の世帯が当分急増

するというふうになっております。ご承知のよう

に、新たに生活保護を受ける人、あるいはもう既

に受けているという人の中で、高齢者はやはり多

いのです。 割近くは高齢者だったと思います。そ

ういう方が増えるということでございますので、

ここに公営住宅の存在意義といいますか、役割と

いうのは、一定程度は、当然あるかと思います。

ただそれでも、直接供給するのか、家賃を補助

して民間で探してもらうのかは問題になります。

貸家が恐らく余ってくると思いますので、家賃も

伸びないと思いますから、現に近年伸びておりま

せんですね。だから、うまくやってもらわないと

いけないところはある。何が何でも、公営住宅を

増やすということであれば、またそこに資源の無

駄が、資源配分の無駄が発生するのではないかと

いうふうに思います。

それから、 ページの一番下に書いてある、名目

成長率についてです。 の見通しが当たるといた

しますと、実質成長率が大体 パーセント内外

しかないです。 年ぐらいまでの期間です。そ

れが続くと、しかも物価はご承知のようにゼロパ

ーセント近傍でございますので、結果、名目成長

率も大体ゼロパーセントか、ゼロパーセントちょ

っとしかないってことになるわけですね。

今後、長期金利は恐らく上昇していくと仮定す

るのが普通です。今より下がることはあんまり考

えられないので上昇していくんだろうということ

であります。これは地代が絡んでくるのですけれ

ども、地代の上昇率というのが名目成長率とほぼ

同じように使っていいということであれば、どう

考えても地価の上昇率というものは低いままであ

るという見通しになります。これざっとしたスケ

ッチです。成長率の見通しがございますのでそれ

自体の確からしさは大問題です。

こういうことになっては困るというのもありま

す。つまり今後、名目成長率がほとんどゼロパー

セント近傍で 年まで続きます、もう完全に日

本経済っていうのは取り残されてしまう可能性が

あるんですね。こんなことになっては困るので何

とかしてほしいのですが。もしここでの見通し通

りであれば、地価が上がるというのは理論的には

あり得ないということになります。確かにそれは

あり得ないですね。需要供給もタイトにはなりま

せん。人間が来ないとそれはない。需給は緩んだ

ままでしょう。

従って、不動産の市場というのは、停滞的に推

移するというのがベースでないと、まともな議論

ができないのじゃないでしょうか。あっちにこう

いういいことがあった、こっちにこういういいこ

とがあったっていうような日本経済新聞みたいな、

あんなことばっかり言っていると間違えてしまう

ことになります。

平均すれば、恐らく停滞的に推移するというこ

とを前提にして物事を考えていかないと空振りし
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いうことは、心得ておかなければいけない。

それから『平均世帯人員』。今ですと、大体

とか 人なのですけども。 まで、今後

～ 年で落ちていくということになっております。

こういうことでありますと、どうしても一つは住

宅の需要自体が伸びないというのは、明らかでご

ざいます。それから、持ち家というかマイホーム

自体が多分不利になるだろうなと。世帯の人員が

少ない、なおかつ先行きになると単独世帯も減少

局面が来る。単独世帯というのは現状増えている

から貸家が増えているということはありますけど、

その貸家だって頭を打ってもう必要なくなってま

いります。ということが、もう十数年のうちに、

世帯数は十数年ではなくて、 、 年のうちに、起

ころうとしているわけですね。

こういうことを考えると、やはり今後の住宅市

場の問題については、一つはバブルがどうのこう

のということで話をいたしましたけれども、それ

以前に住宅の需要というのはどうなのかというこ

とを心得ておかねばならない。ラフに考えてどう

かということですが、今後、 年ぐらいの住宅

需要、住宅投資額とか住宅建設の数のことでしょ

うけれど、それは現時点に比べれば パーセント

ぐらいは落ちても不思議ではないと思います。

どこのシンクタンクだったか、野村総合研究所

でしたか、 パーセント落ちると言っている所が

ありましたが。私は、住宅購入適齢人口というの

で計算すると、やっぱり 、ないし パーセント

程度までは、いっても不思議じゃないなと思って

います。それぐらいのマグニチュードで減るだろ

うということです。

パーセント落ちたら、もうこれは考え方を変

えないと大変ですね。これはぜひとも、うまく適

応されることですね。日本に合ったような不動産

の市場になればよろしいのでしょうけど。

あと、高齢者の夫婦とか 人の世帯が当分急増

するというふうになっております。ご承知のよう

に、新たに生活保護を受ける人、あるいはもう既

に受けているという人の中で、高齢者はやはり多

いのです。 割近くは高齢者だったと思います。そ

ういう方が増えるということでございますので、

ここに公営住宅の存在意義といいますか、役割と

いうのは、一定程度は、当然あるかと思います。

ただそれでも、直接供給するのか、家賃を補助

して民間で探してもらうのかは問題になります。

貸家が恐らく余ってくると思いますので、家賃も

伸びないと思いますから、現に近年伸びておりま

せんですね。だから、うまくやってもらわないと

いけないところはある。何が何でも、公営住宅を

増やすということであれば、またそこに資源の無

駄が、資源配分の無駄が発生するのではないかと

いうふうに思います。

それから、 ページの一番下に書いてある、名目

成長率についてです。 の見通しが当たるといた

しますと、実質成長率が大体 パーセント内外

しかないです。 年ぐらいまでの期間です。そ

れが続くと、しかも物価はご承知のようにゼロパ

ーセント近傍でございますので、結果、名目成長

率も大体ゼロパーセントか、ゼロパーセントちょ

っとしかないってことになるわけですね。

今後、長期金利は恐らく上昇していくと仮定す

るのが普通です。今より下がることはあんまり考

えられないので上昇していくんだろうということ

であります。これは地代が絡んでくるのですけれ

ども、地代の上昇率というのが名目成長率とほぼ

同じように使っていいということであれば、どう

考えても地価の上昇率というものは低いままであ

るという見通しになります。これざっとしたスケ

ッチです。成長率の見通しがございますのでそれ

自体の確からしさは大問題です。

こういうことになっては困るというのもありま

す。つまり今後、名目成長率がほとんどゼロパー

セント近傍で 年まで続きます、もう完全に日

本経済っていうのは取り残されてしまう可能性が

あるんですね。こんなことになっては困るので何

とかしてほしいのですが。もしここでの見通し通

りであれば、地価が上がるというのは理論的には

あり得ないということになります。確かにそれは

あり得ないですね。需要供給もタイトにはなりま

せん。人間が来ないとそれはない。需給は緩んだ

ままでしょう。

従って、不動産の市場というのは、停滞的に推

移するというのがベースでないと、まともな議論

ができないのじゃないでしょうか。あっちにこう

いういいことがあった、こっちにこういういいこ

とがあったっていうような日本経済新聞みたいな、

あんなことばっかり言っていると間違えてしまう

ことになります。

平均すれば、恐らく停滞的に推移するというこ

とを前提にして物事を考えていかないと空振りし

 

てしまうかもしれません。オリンピックの話もし

ましたけど、前回のオリンピックの後も大変なこ

とになったのをご存じですか。日銀の特融かなん

かが出たのですよ。今回はそういうことはないと

思いますけど。盛り上がっていませんから。そう

いうことはないと思いますけど、あまりそこで出

してくと、当然、あとの反動は覚悟しとかなけれ

ばいけないでしょう。日本経済全体から考えれば

分かると思います。そういう経済だと思いますか

ら、よくお考えになったほうがいいかと思います。

『政府の役割』というところで最後、 分間ほ

どでお話しします。 ページですね。あと ページ

と、 ページの真ん中で終わりますが。政府の役割

には、リチャード・マスグレイブという有名な財

政学者がかつてまとめた 機能というものがござ

いまして、それが経済安定化機能、資源配分機能、

それからもう一つ、略してしまいました、すみま

せん。所得再分配機能というのがございますが、

ここであえて言っておりません。特に住宅に関し

ましては、今後直接問題になるのはこの経済安定

化機能と資源配分機能でございます。

経済安定化機能というのは、ご承知のように、

いわゆる景気対策の一環として考えられる、考え

られてきた、住宅政策でございます。マクロの財

政政策です。裁量的な財政政策の一環としての機

能でございます。もうストックは過剰だ、という

ことでお分かりのように、景気対策の一環として

民間住宅投資を刺激する政策ということについて

は、実は根拠がない、ということでございます。

経済学の立場からすると根拠がないということ。

景気を刺激すればそれだけ資源の無駄遣いをする

ことになり、その弊害は後世に残されることにな

ります。

むしろ、そうではなくて、政府もそうだと思う

のですが、資源配分の方向に重点を移してきてい

る。社会資本整備にしたって短期的な視点、これ

は例の、公共投資増やせば乗数効果がある。かつ

て 倍ぐらいになりましたか。今それは、実質

的には 倍くらいになります。実質 、それ

だけしか増えない。もうほとんど増えません。そ

れが短期的な効果ですが、むしろ長期的視点に比

重を移しておられる点が明らかじゃないかと思い

ます。これは要するに、老朽化している社会資本

が増えてきました。人間も同じですけれども、高

齢化しているわけですね。ですから介護が必要に

なる。介護も経費がかかるということでございま

すので、それは長期的視点に比重が移されていっ

てしかるべき話なのです。住宅についても、似た

ところが当然出てきてしかるべきです。長持ちす

る住宅であるとか。これだけ台風がたくさん来て、

メガ台風が本格的に来たらちょっと恐ろしいよう

な、懸念があるわけです。地震とかもあります。

そういうものが来たときに困らないような、損壊

しないような住宅とか。それは長期的視点でやっ

ていくことは多大な必要があるわけです。短期的

に何でもいいから住宅を作ろうというのは根拠が

ありませんが、既存の住宅を強くしたり、強い住

宅をつくるということについては、やるべきこと

はたくさんあるわけです。

資源配分機能についてはもう大分言いましたけ

れども、今後重要になると思われる資源配分問題

として、既存の住宅ストックの利活用というのが

あるでしょう。中古市場の活性化、これはもう言

い古されております。空き家の利活用。新しいビ

ジネスが出てくるとその支援をする、あるいは公

的に借上して利用するということも不可能ではな

い。

また、オリンピックが終わった年あたりから、

歳以上の方、後期高齢者と言っておりますが、

急増するということになっておりますので、その

人たちがお独りになって困るとか、そういう問題

が噴出すると思われますので、そのときに政府が

どうするのかというような問題があります。

あと救貧政策としての、公的介入。これもあり

ますね。直接供給から、できれば民間借用も考え

る。余っているなら利用するという考え方です。

そのときには、所得補助か家賃補助か、という問

題があるかと思いますけれども、公共経済学は所

得補助。物よりもお金が望ましい。お金をくれれ

ば、その人が好きなものを選べるのだからお金も

らったほうがいいのだという、本当に当たり前の

ことが理論的に論証されているわけでございます。

あとは生活保護の住宅扶助というのがございま

すけれども、これは社会保障の話ですが、それで

も公的住宅の場合調整が必要になってくるのだろ

うということがあります。これは所得再分配的な

視点も必要でしょう。あと災害のときに暫定的な

住宅がありますが、適時に提供できるような政策

というのも、政府の役割でございましょう。直接

供給するのか民間からの借上なのかも、コスト面
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で比較考慮したら良いと思います。貸家は余って

きます。民間の貸家ですね。貸家は確実に余りま

す。安ければ借上でもいいと思います。

こういう問題に関連しまして、『情報提供で非対

称情報の克服』。というのがあります。難しいこと

書いてありますが、よく知っている人は知ってい

るのですけれども、知らない人は知らない。その

知らない人が、知っている人相手に取引を行うと

いうこと。これでは市場の機能は果たせないので

す。政府の役割が出てくる。政府は取引を行うわ

けじゃありませんけど、介入を行うということに

つきましては、何でもかんでも政府が中核的役割

を果たすということはなかなか難しいかもしれま

せん。つまり、正確な情報を適時、民間に出して、

民間をそれで誘導するというほどの情報が政府に

あるかどうかということについては、公共経済学、

特に公共選択学派を中心に非常に懐疑的なわけで

すね。

民間の仕事がしやすいような支援をするという

政府の役割は、あちこちにありそうな気はします。

対症療法と言うけれど、支援をする必要があるも

のについては支援をしたほうがいいと思います。

ですから、それをどんどんやっていただくと。ど

んどんやっていただく、やれる範囲でやっていた

だく、ということは必要かと思います。

空き家の増加が確実視されるので、前もってあ

る程度ブレーキをかけるようなことで資源配分の

ゆがみを事前に是正できるというのは、理論的に

はそういうことが言えるわけでございます。大変

失礼なこと書いていますが、政府が民間あるいは

個人を見るときに、必ず近視眼性があるというふ

うに言います。これ民間の方が聞いたら怒るので

すが、要するにショートサイテッドネスといって、

なかなか長期的な発想をするのが難しいらしいで

す。ここに政府の介入する根拠があるというのが、

公共経済学でうたわれております。これが近視眼

性の是正を政府が動学的、つまり長期的な視野で

もって資源配分に介入するということでございま

す。

これは政府の重要な役割であります。今後、貸

家が余るとか空き家が出るということをちゃんと

察知すれば、事前に介入して、余らないようにす

る、あるいは対応を図るということは重要な政府

の役割だということでございます。コンパクト・

シティーなんてものもそうですが、これ大変重要

なことだと思いますけど、住宅建設がその理念に

沿って行われるように誘導していく。これはそう

なさると思いますけれども、都市計画上の誘導を

されるということも、これは政府でなければでき

ない重要な仕事でございます。

ですから言いたかったことは、ここの括弧の中

に書いてあることです。経済学的な観点からは、

公営住宅の直接供給というのは効率的ではござい

ませんので、絶対視はできません。しかし、マー

ジナルな部分で政府の役割は重要であると考えら

れます。それは公営住宅に限りません。民間が仕

事をしやすいような、あるいは援助するというこ

とは、今後とも必要になってくるかと思います。

市場主導・市場尊重という方向性は正しいと思い

ますが、政府自身もこれまでの役割を見直してい

くことが重要ですし、民間の方も長期的な視野に

立って、対応されていくことが望ましいというこ

とでございます。

以上でございます。ご清聴ありがとうございま

した。


